
－１ －

１,０００万円

設備資金

１０ 年以内
　

運転資金

７ 年以内【 女性・ 若者応援枠】

 【 一般枠】 の１ から７のいずれかを満たす方で、女性又は３５ 歳未満の方
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１ 　 市内における中小企業者等で、市内に１年以上事業所（ 事業の拠点となる本店、支店及び事務所をいう）を有し 、かつ、１年

　 以上事業を継続して営んでいること（ 創業者支援資金の一部、みらい戦略資金重点施策枠の一部、事業所建設等促進資金

　 の一部及びぎふし 伴走支援型特別資金を除く ）

２ 　 中小企業信用保険法施行令第１条に定める業種を営んでいること

基本融資条件

●岐阜市の融資制度

（  基本融資条件に該当する 方） ４,０００ 万円

設備資金

１０ 年以内

運転資金

７ 年以内

（  基本融資条件に該当する方）

（  基本融資条件に該当する方）  ただし 、下記に該当する方

１ 　 ２ 期以上確定申告を行っている方

２ 　 取扱金融機関との与信取引が１年以上ある方

３ 　 直近決算で債務超過でない方

４ 　 条件変更等による返済緩和がなされていない方

５,０００万円

５,０００ 万円

運転資金

１年以内

運転資金

１年以内

２,０００ 万円

（ 本件融資を含め

  た保証付融資残

  高が２ ,０００ 万円

  まで）  

３,５００ 万円

ただし 、女性若者

応援枠・ 一般枠と

の合計で上記限

度内とする

設備資金

１０ 年以内

運転資金

７ 年以内

（ 一括返済は  

       １年以内）

　 次に掲げる中小企業信用保険法第２ 条第３ 項第１号から第６ 号までに定める小規模企業者を対象とする。

　 ただし 、特定非営利活動法人については、医業を主たる事業とするものに限る。

（ １ ） 常時使用する従業員の数が２０人（ 商業､ｻー ﾋ゙ ｽ業は５人） 以下の個人及び会社（ ただし 、（ ２ ） に掲げる

　 　   ものを除く 。）

（ ２ ） 従業員の数が、その業種ごとに政令で定める数以下の個人及び会社

（ ３ ） 事業協同小組合

（ ４ ） 従事する組合員の数が２０人以下の企業組合

（ ５ ） 従業員の数が２０人以下の協業組合

（ ６ ） 従業員の数が２０人以下の医業法人（ ただし 、（ １ ） ～（ ５ ） を除く 。）

限　 度　 額
期　 間

融　 　 　 資　 　 　 対　 　 　 象　 　 　 者資金名

【 一般枠】

　 次のいずれかに該当する方（ 特定非営利活動法人を除く ）

　 ただし 、岐阜市内で事業開始後1年を超える方については、基本融資条件に該当する方

１ 　 事業を 営んでいない個人で、認定特定創業支援等事業による支援を受けて６ か月以内に新たに事業

を開始する（ 会社の場合は当該会社が６ か月以内に設立し 、かつ事業を開始する） 具体的計画を有する方

２ 　 事業を営んでいない個人で、１ か月以内に新たに事業を開始する（ 会社の場合は当該会社が２ か月以内

に設立し 、かつ事業を開始する） 具体的計画を有する方

３ 　 中小企業者である会社で、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者

である会社を設立し 、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有する方

４ 　 事業を 営んでいなかった個人、又は、その個人によって設立さ れた会社で、事業開始後５ 年を経過し

ていない方

５ 　 中小企業者である会社で、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社

であって、その設立の日以後５ 年を経過していない者

６ 　 事業を 営んでいない個人が事業を開始し た日以後５ 年を 経過していない方で新たに会社を設立し た

方が、事業の譲渡により 事業の全部又は一部を当該会社に承継さ せる場合で、創業者とみなされる方

７ 　 廃業後５ 年以内の方で、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たす方

 （ １ ） 事業を営んでいない個人で、１ か月以内に新たに事業を開始する（ 会社の場合は当該会社が２ か月以

内に設立し 、かつ事業を開始する） 具体的計画を有する方

 （ ２ ） 事業開始後５ 年を経過していない方

【 スタートアッ プ支援枠】

　 次のいずれかに該当する方（ 特定非営利活動法人を除く ）

　 ただし 、岐阜市内で事業開始後１年を超える方については、基本融資条件に該当する方

　 なお、保証申込受付時点において税務申告１ 期未終了の創業者は創業資金総額の１ /１０ 以上の自己資金

　 を有していること

１ 　 事業を営んでいない個人で、２ か月以内（ 認定特定創業支援等事業による支援を受けて創業を行おう

　  と する者は、６ か月以内） に新たに会社を設立し 、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方

２ 　 中小企業者である会社で、自らの事業の全部又は一部を 継続して実施し つつ、新たに中小企業者で

　 ある会社を設立し 、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有する方

３ 　 事業を営んでいない個人により 設立された会社で、その設立の日以後５ 年を経過していない方

４ 　 中小企業者である会社で、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社

　 であって、その設立の日以後５ 年を経過していない方

５ 　 事業を 営んでいない個人が事業を開始し た日以後５ 年を 経過していない方で 新たに会社を設立し た

　 方が、事業の譲渡により 事業の全部又は一部を当該会社に承継さ せる場合で、創業者と みなされる方

３,５００ 万円

ただし 、女性若者

応援枠・ スタ ート

アップ支援枠との

合計で上記限度内

とする

－２ －

元金均等

返済

元金均等

返済

・ 普通銀行

・ 信用金庫

・ 岐阜商工信用組合

・ 商工中金

・ ぎふ農協

・ 岐阜県信用農業

　 協同組合連合会

　 の本支店

（ 岐阜市信用保証

　 協会約定書締結

　 金融機関に限る ）

３ 　 市税を 完納し ているこ と （ 創業者支援資金の一部、 みら い戦略資金重点施策枠の一部、 事業所建設等促進資金の一部及び

　 ぎふし 伴走支援型特別資金を除く ）

４ 　 資金の返済が確実と 認めら れるこ と

※中小企業信用保険法第３ 条の２ 第１ 項の経済産業省令で定める要件を 満たす法人の場合、 信用保証料の上乗せにより 経営者保証を 提供し ないこ と を 選択可能

１ 年以内

１ 年以内

１ 年以内

１年以内

１ 年以内

年

１ .７０ ％

年

１ .００ ％

年

１ .４０ ％

年

１ .００ ％

年

１.００ ％

年

０.９０ ％

０.４５％～１.９０％ ０.００ ％～０.５０％

０.４５％～１.９０％ ０.００ ％～０.５０％

０.４５％～１.９０％ ０.４５％～０.５０ ％

０.５０％～２.２０％

元金均等
返済
又は

一括返済

元金均等
返済
又は

一括返済

元金均等

返済

又は

一括返済

０.４５％～１.９０％

ただし 、中小企業信用保険

法第３ 条の２ に定める 無担

保保険の保険関係であって

創業関連特例が成立する方

については、０ .８０ ％と する

０.６５％～２.１０ ％

ただし 、中小企業信用保険

法第３ 条の２ に定める 無担

保保険の保険関係であって

創業関連特例が成立する方

については、１ .００ ％と する

１ 年以内

ただし 、申込金

融 機関に お い

て 本保証 付融

資と 原 則 同 時

に プ ロ パー 融

資を 実行する、

又は保証申込

時に お いて プ

ロ パー 融資 の

残高があ る 場

合は３ 年以内

０.４５％～１.９０％

ただし 、中小企業信用保険

法第３ 条の２ に定める 無担

保保険の保険関係であって

創業関連特例が成立する方

については、０ .８０ ％と する

０.４５％～１.９０％

ただし 、中小企業信用保険

法第３ 条の２ に定める 無担

保保険の保険関係であって

創業関連特例が成立する方

については、０ .８０ ％と する

０.５０％～１.７０％

ただし 、中小企業信用保険

法第３ 条の３ に定める特別

小口保険の保険関係が成

立する方については、０ .６５

％と する

ただし 、中小企業信用保険

法第３ 条の３ に定める特別

小口保険の保険関係が成

立する方については、０ .６５

％と する

【 個人】
  原則として不要

【 法人】
  必要となる場合がある
  ただし 、法人代表者
  以外の連帯保証
  人は原則不要

【 個人】
  原則として不要

【 法人】
  必要となる場合がある
  ただし 、法人代表者
  以外の連帯保証
  人は原則不要

【 個人】
  原則として不要

【 法人】
  必要となる場合がある
  ただし 、法人代表者
  以外の連帯保証
  人は原則不要

【 個人】
  原則として不要

【 法人】
  必要となる場合がある
  ただし 、法人代表者
  以外の連帯保証
  人は原則不要

【 個人】
  原則として不要

【 法人】
  必要となる場合がある
  ただし 、法人代表者
  以外の連帯保証
  人は原則不要

不要

不要

必要に応じ

て求める

原則として

不 要

必要に応じ

て求める

必要に応じ

て求める

金融機関

所定利率

（ ただし 、

年２.９０ %

以下の固定

に限る）　

返済方法 据置期間 利　 率 担　 保 連帯保証人 信用保 証 料 保 証 料 補 填
申込受付場所

融　 　 　 　 資　 　 　 　 条　 　 　 　 件



－３ －

８,０００万円

１,０００万円

８,０００万円

設備資金

１０ 年以内
　

運転資金

７ 年以内

【 新分野進出支援枠】

　 次のいずれかに該当する方

１ 　 新分野進出（ 事業転換を含む）を図ろうとする方で、進出先の事業が当該企業の事業活動の相当

　 程度（ 生産額等でみて概ね４ 分の１ 以上）を占める見込みである方

２ 　 岐阜市事業創造支援補助金のうち、産学官連携事業補助金又はスタートアップ支援補助金の交付

　 決定を受けた方

３  売電事業に係る施設の整備や機械を導入する場合の設備資金を必要とする方

　 次のいずれかに該当する方

１ 　 サービス等生産性向上Ｉ Ｔ 導入支援事業費補助金の交付申請を令和４ 年度以降に行った方

２ 　 岐阜市中小企業等ＤＸ 研修補助金の交付決定を受けた方

【 省エネ・ エコ 促進枠】
　 次のいずれかに該当すること
１ 　 省エネルギー機械、新エネルギー利用機械や産業廃棄物排出抑制機械を導入する場合等の設備資金
２ 　 前号に関連した人材育成や外部専門サービスの利用を図る場合等の運転資金
３ 　 地球環境の保全・ 改善を図る取組に要する資金

【 重点施策枠】
　 次のいずれかに該当する方

１ 　 岐阜市中心市街地活性化基本計画の計画区域内において、次のいずれかに該当する方

  （ １） 卸売業・ 小売業・ サービス業の店舗又は事業所を新たに設置して事業を行う方

  （ ２） 卸売業・ 小売業・ サービス業の既存の店舗又は事業所で継続して事業を行う方

２ 　 持続可能な開発目標（ ＳＤＧｓ ）について、目標達成に向けて取り組んでいる方

１に該当する方　 　

１,０００ 万円

２ に該当する方 

３,０００ 万円
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限　 度　 額
期　 間

融　 　 　 資　 　 　 対　 　 　 象　 　 　 者資金名

新

 

産

 

業

 

振

 

興

 

資

 

金

ぎ
　   

ふ
　   

し
　   

事
　   

業
　   

承
　   

継
　   

資
　   

金

（ １）【 経営承継枠】
＜対象者： 中小企業者（ 会社又は個人事業主）＞
　 経営者の死亡又は退任等に起因する経営の承継に伴い、議決権株式や事業用資産等の取得等多
額の費用を要する事由が生じ たことにより 事業活動の継続に支障が生じ 、「 中小企業における経営の
承継の円滑化に関する法律（ 平成２０ 年法律第３３ 号） 第１２ 条第１ 項の規定による認定」 を受けた中
小企業者（ ※１）

＜資金使途＞
①議決権株式の取得資金　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   　 ②事業用資産等の取得資金
③事業用資産等に係る相続税又は贈与税の納税資金　 　 　 　 ④運転資金

（ ２ ）【 特定経営承継枠】

＜対象者： 中小企業である会社の代表者（ 代表者に就任後であること）＞
　 経営者の死亡又は退任等に起因する経営の承継に伴い、株式等や事業用資産等の取得等多額の
費用を要する事由が生じたことにより 事業活動の継続に支障が生じ 、「 中小企業における経営の承継
の円滑化に関する法律（ 平成２０ 年法律第３３ 号） 第１２ 条第１ 項第１号の規定による認定」 を受けた中
小企業者の代表者（ ※１ ）

＜資金使途＞
①議決権株式の取得資金　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   　 ②事業用資産等の取得資金
③事業用資産等に係る相続税又は贈与税の納税資金　 　 　 　 ④運転資金

（ ３）【 経営承継準備枠】

＜対象者： 中小企業者（ 会社又は個人事業主）＞
　 経営を承継しようとする者を確保することが困難であること等により 事業活動の継続に支障が生じ
ている他の中小企業者の経営の承継を行うことに伴い、当該承継に不可欠な株式等や事業用資産等
の譲受けを行うために費用を要する事由が生じ 、「 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法
律（ 平成２０ 年法律第３３ 号） 第１２ 条第１ 項第１号ロ又は同項第２ 号ロの規定による認定」 を受けた中
小企業者（ ※１）

＜資金使途＞
①議決権株式の取得資金　 　 ②事業用資産等の取得資金

（ ４）【 特定経営承継準備枠】

＜対象者： 事業を営んでいない個人（ 代表者に就任前であること）（ ※3）＞
　 経営を承継しようとする者を確保することが困難であること等により 事業活動の継続に支障が生じ
ている他の中小企業者の経営の承継を行うことに伴い、当該承継に不可欠な株式等や事業用資産等
の譲受けを行うために費用を要する事由が生じ 、「 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法
律（ 平成２０ 年法律第３３ 号） 第１２ 条第１ 項第３ 号の規定による認定」 を受けた事業を営んでいない
個人（ ※１ ）

＜資金使途＞
①議決権株式の取得資金　 　 ②事業用資産等の取得資金

（ ※１ ） 経営承継円滑化法の認定：（ １） 枠及び（ ２） 枠は、中小企業庁の関連サイト にある「 様式 第６」 で、（ ３） 枠及び（ ４ ） 枠は、「 様式 
　 　 　  第６ の２」 で申請する

設備資金
１０ 年以内
運転資金
７ 年以内

（ 一括返済は  
       １年以内）

設備資金

１５ 年以内

運転資金

１０ 年以内

（ 一括返済は  

       １年以内）

（ 株式取得

   資金を含む）

設備資金

１５ 年以内

運転資金

１０ 年以内

（ 株式取得

   資金を含む）

設備資金

１５ 年以内

運転資金

１０ 年以内

（ 株式取得

   資金を含む）

設備資金

１０ 年以内

運転資金

７ 年以内

３,０００万円

雇
用
促
進
資
金

　 適切な計画の下に事業拡大等を図り、融資実行日より１年以内に新たに雇用保険被保険者を１ 人
以上雇用する方

２億８,０００ 万円

（ う ち 無担保は

　 ８,０００万円）

促

進

資

金

ぎ
ふ
し
Ｄ
Ｘ

－４ －

返済方法

（ ※２） 保証料率：（ ２ ） 枠で会社の代表者が別に個人事業を営んでいない場合は料率区分５とみなす
（ ※３） 事業を営んでいない個人：（ ４） 枠は別に個人事業を営んでいる方や別の会社（ 関連会社を含む） の代表権ある役員になっている方は対象外  

０.４５％～１.９０％

０.４５％～１.９０％ ０.４５％～１.９０ ％

０.３５％～１.２０ ％

０.４５％～１.９０ ％ ０.４５％～１.９０ ％

ただし 、中小企業信用保険

法第３ 条の２ に定める無担

保保険の保険関係であって

創業関連特例が成立する方

については、0.８０％とする

ただし 、中小企業信用保険

法第３ 条の２ に定める無担

保保険の保険関係であって

創業関連特例が成立する

方については、0.８０％とする

【 個人】
  原則として不要

【 法人】
  必要となる場合がある
  ただし、法人代表者
  以外の連帯保証
  人は原則不要

【 個人】
  原則として不要

【 法人】
  必要となる場合がある
  ただし、法人代表者
  以外の連帯保証
  人は原則不要

【 個人】
  原則として不要

【 法人】
  必要となる場合がある
  ただし、法人代表者
  以外の連帯保証
  人は原則不要

【 個人】
  原則として不要

【 法人】
  必要となる場合がある
  ただし、法人代表者
  以外の連帯保証
  人は原則不要

【 個人】
原則として不要

【 法人】
必要となる場合がある
ただし 、法人代表者
及び事業承継する
他の会社（ 法人保証）
以外の連帯保証人は
不要

必要となる場合がある
ただし 、事業承継する
会社（ 法人保証）以外
の連帯保証人は不要

必要となる場合がある
ただし 、事業承継する
会社（ 法人保証）以外
の連帯保証人は不要

元金均等

返済

又は

一括返済

元金均等
返済
又は

一括返済

元金均等

返済

（ 証書貸付

　 　  に限る）

１ 年以内

なし

（ ただし 、

期間１０ 年

超の場合

は１.５０ % ）

年

１ .１０ ％

１.１５％

０.４５％～１.９０％

　 　 （ ※２）

据置期間 利　 率 担　 保 連帯保証人 信用 保 証 料 保 証 料 補 填
申込受付場所

融　 　 　 　 資　 　 　 　 条　 　 　 　 件

必要に応じ

て求める

０ .４５ ％～０ .５０ ％

０ .４５ ％

・ 普通銀行

・ 信用金庫

・ 岐阜商工信用組合

・ 商工中金

・ ぎふ農協

・ 岐阜県信用農業

　 協同組合連合会

　 の本支店

（ 岐阜市信用保証

　 協会約定書締結

　 金融機関に限る ）

（ ２ ） 枠については、

上記を 満たし た上で、

主たる 取引関係を有

する金融機関（ ※）

を経由し て申し 込む

（ ※原則と し て、申

込者の既往取引金

融機関のう ち、取引

期間が長い、貸付残

高が多い、保証債務

残高が多い、融資に

留まら ず経営に係

る 相談その他の経

営支援を 頻繁に実

施し ている等の理

由から 、一定の信頼

関係を 構築し てい

る も のと し て申込

者が認識する 金融

機関）

・ 普通銀行

・ 信用金庫

・ 岐阜商工信用組合

・ 商工中金

・ ぎふ農協

・ 岐阜県信用農業

　 協同組合連合会

　 の本支店

（ 岐阜市信用保証

　 協会約定書締結

　 金融機関に限る ）

必要に応じ

て求める

必要に応じ

て求める

必要に応じ

て求める

元金均等

返済

元金均等

返済

元金均等

返済

１ 年以内

１ 年以内

１ 年以内

年

１ .２０ ％

年

１ .１０ ％

年

０ .９０ ％

０.４５％～１.９０ ％ ０.３５％～１.２０ ％



－５ －

設備資金

運転資金

１０ 年以内

（ 一括返済は  
１年以内）

ぎ
ふ
し
事
業
承
継
特
別
資
金

１ 　 次の（ １ ） 又は（ ２ ）に該当し 、かつ、（ ３ ）に該当する中小企業者とする。ただし 、本制度を既に利用
　 している中小企業者は、上記に該当することに加え、本制度１ 回目の保証承諾日（ ただし 、融資実行

されたものに限る。） から３ 年以内に融資申込みを行うものに限る。
（ １ ） 信用保証協会の保証申込受付日から３ 年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人
（ ２） 令和２ 年１月１日から令和７年３月３１日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日か
　 　ら３ 年を経過していないもの

（ ３ ） 次の①から ④までに定める全ての要件を満たすこと
　 　なお、①から ③までについては、信用保証協会への申込日の直前の決算によるものとし 、④について
　    は、原則申込時に満たしていること
　 　 ① 資産超過であること 　 　 　 　 　 ② ＥＢＩ Ｔ ＤＡ 有利子負債倍率（ 注） が１５ 倍以内であること
　 　 ③ 法人・ 個人の分離がなされていること 　 　 ④ 返済緩和している借入金がないこと
　 　 （ 注）ＥＢＩ Ｔ ＤＡ 有利子負債倍率＝（ 借入金・ 社債－現預金）÷（ 営業利益＋減価償却費）

２ 　 この制度の対象資金は、事業資金であって、次に掲げるものとする。
（ １ ）上記１（ １ ）に該当する中小企業者にあっては、保証人（ 個人に限る。以下この項において同じ 。）
　 　 を提供していない既往借入金の返済資金以外のもの

（ ２） 上記１（ ２） に該当する中小企業者にあっては、事業承継前における保証人を提供している既往
　    借入金の返済資金

新

産

業

振

興

資

金

　
事
業
所
建
設
等

促

進

資

金

１億５,０００ 万円
設備資金

１５ 年以内

　 次のいずれかに該当する方
１ 　 適切な計画の下に事業所の市内適地への移転もしく は建設又は現在事業地での事業所の建替・ 増
　 改築を行おうとする方
２ 　 次のいずれにも該当する方
（ １ ） 本市の工場適地に新規立地し ようと する市外企業で、製造業又は市長が特に認める事業を営む法人
（ ２ ） 新規立地に伴い雇用効果、下請波及効果等の経済効果が相当程度見込まれること

８,０００ 万円

設備資金

１０ 年以内
　

運転資金

１０ 年以内

１ 億円

設備資金

１０ 年以内
　

運転資金

１０ 年以内

（ 一括返済は 
１年以内）

経

 

営

 

改

 

善

 

資

 

金

経

営

環

境

変

動

対

策

資

金

ぎ
ふ
し
返
済
お
ま
と
め
資
金

ぎ
ふ
し
伴
走
支
援
型

特

 

別

 

資

 

金

設備資金

１０ 年以内
　

運転資金

７年以内

設備資金

１０ 年以内
　

運転資金

１０ 年以内

設備資金

１０ 年以内
　

運転資金

７年以内

＜経営支援枠＞
　 最近の経済的環境の変化により経営の安定に支障を生じている中小企業者等で、次の条件のいずれ

かに該当する方

１ 　 最近３ か月間の売上高が前年同期の売上高と比較して、５％以上減少していること

２ 　 直近の単年度決算において、損失が生じ 経営の安定に困窮していること

３ 　 感染症法における「 指定感染症」 又は市長が特に対応が必要と認めた疾病等による影響で、最近

　 １か月間の売上高が前年同月比で３ ％以上減少し 、かつ、その後２ か月間を含めた３ か月間の平均も

　 前年同期比で３ ％以上減少することが見込まれること

＜セーフティ ネット 支援枠＞

　 最近の経済的環境の変化により 経営の安定に支障を生じている中小企業者等で、次の条件のいずれ

かに該当する方

１ 　 中小企業信用保険法第２ 条第５ 項に定める認定を受けていること

２ 　 中小企業信用保険法第３ 条に規定する普通保険又は同法第３ 条の２ に規定する無担保保険の

　 保険関係であっ て災害関係特例が成立する方

３ 　 中小企業信用保険法第３ 条の３ に規定する特別小口保険の保険関係であっ て災害関係特例が

　 成立する方

＜原油・ 原材料高騰等対策枠＞
　 原油・ 原材料価格の高騰や円安により影響を受け、次の条件のいずれかに該当する方

１ 　 最近３ か月間の売上総利益（ 粗利益） の月平均額が、前年同期又は前期決算の月平均額と 比較して

　  ５ % 以上減少していること

２ 　 最近１ か月間の売上総利益（ 粗利益） が前年同期又は前期決算の月平均額と 比較して５ % 以上減少

　  し 、かつ、その後２ か月を含む３ か月間の売上総利益（ 粗利益） の月平均額が、前年同期又は前期決

　  算の月平均額と 比較して５ % 以上減少することが見込まれること

　 次のいずれかに該当する方

１ 　 岐阜市中小企業融資制度のいずれかの資金を利用しており、その資金の元金の償還を行っている

　 方で、適切な事業計画の下に、その残高の借換えを受ける方

２ 　 岐阜市中小企業融資制度のいずれかの資金（ ※）と岐阜市信用保証協会の信用保証付き融資（ ※）

　 を利用し 、それぞれについて元金の償還を行っている方で、次の条件の全てに該当する方

 （ １） 旧債務を借り 換えることにより、経営の安定や改善が図られる等、資金導入の効果が期待できる方

 （ ２） 最近３ か月間の売上高が前年同期の売上高と 比較して５％以上減少している方

　 　   ※一部制度を除きます。

　 次の１～３ のいずれかに該当し 、かつ経営行動に係る計画を策定した方
１ 　 中小企業信用保険法第２ 条第５ 項第４ 号に定める認定を受けていること
２ 　 中小企業信用保険法第２ 条第５ 項第５ 号に定める認定を受けていること
３ 　 次のいずれかに該当すること
 （ １） 最近１か月間の売上高が前年同月の売上高と 比較して５％以上減少していること
 （ ２） 最近１ か月間の売上高総利益率（ または売上高営業利益率） が前年同月（ または直近決算） の
　 　    売上高総利益率（ または売上高営業利益率）と 比較して５ % 以上減少していること
 （ ３）直近決算の売上高総利益率（ または売上高営業利益率） が直近決算前期の売上高総利益率
　    （ または売上高営業利益率）と比較して５％以上減少していること

２億８,０００ 万円

（ う ち 無担保は

　 ８,０００万円）

１ 億円

（ う ち 無担保は

　 ８,０００万円）

１ 億円

（ う ち 無担保は

　 ８,０００万円）

限　 度　 額
期　 間

融　 　 　 資　 　 　 対　 　 　 象　 　 　 者資金名

２億８,０００ 万円

（ う ち 無担保は

　 ８,０００ 万円）

（ ※） 専門家： 中小企業活性化協議会及び事業承継・ 引継ぎ支援センター

－６ －

【 個人】
  原則として不要

【 法人】
  必要となる場合がある
  ただし 、法人代表者
  以外の連帯保証
  人は原則不要

【 個人】
  原則として不要

【 法人】
  必要となる場合がある
  ただし 、法人代表者
  以外の連帯保証
  人は原則不要

【 個人】
  原則として不要

【 法人】
  必要となる場合がある
  ただし 、法人代表者
  以外の連帯保証
  人は原則不要

【 個人】
  原則として不要

【 法人】
  必要となる場合がある
  ただし 、法人代表者
  以外の連帯保証
  人は原則不要

【 個人】
  原則として不要

【 法人】
  必要となる場合がある
  ただし 、法人代表者
  以外の連帯保証
  人は原則不要

【 個人】
  原則として不要

【 法人】
  必要となる場合がある
  ただし 、法人代表者
  以外の連帯保証
  人は原則不要

元金均等

返済

又は

一括返済

１年以内
年

１ .１０ ％
不要

専門家（ ※） の

確認無し

０.４５％～１.９０％

専門家（ ※） の

確認あり

０.２０％～１.１５％

専門家（ ※） の

確認無し

０.４５％～０.５０％

専門家（ ※） の

確認あり

０.２０％～０.５０％

必要に応じ

て求める

・ 普通銀行

・ 信用金庫

・ 岐阜商工信用組合

・ 商工中金

・ ぎふ農協

・ 岐阜県信用農業

　 協同組合連合会

　 の本支店

（ 岐阜市信用保証

　 協会約定書締結

　 金融機関に限る）

元金均等

返済

必要に応じ

て求める
１年以内

年

１ .２０ ％
０.４５％～１.９０％ ０.３５％～１.２０％

元金均等

返済

必要に応じ

て求める

必要に応じ

て求める

１年以内

元金均等

返済

元金均等

返済

元金均等

返済

必要に応じ

て求める

年

１.３０ ％
０ .４５ ％～１ .９０ ％１年以内 ０ .４５ ％～１ .９０ ％

０ .４５ ％～１ .９０ ％ ０ .００ ％～０ .５０ ％

０ .４５ ％～１ .９０ ％ ０ .４５ ％～１ .９０ ％

必要に応じ

て求める

必要に応じ

て求める

１年以内

２ 年以内

金融機関
所定利率

（ ただし 、
年２.９０％
以下の固
定に限る）
なお、岐阜市
の融資 制度
を 利 用し て
おり 借 換 え
を必要として
いる場合は、 
年１ .６０％と
する

年

１ .３０ ％

ただし 、責任
共 有 制 度 対
象 外 のも の
は、年１ .１０ ％
とする

年

１ .３０ ％

元金均等

返済

又は

一括返済

５ 年以内
ただし 、責任
共 有 制 度 対
象 外 のも の
は、年１.１０ ％
と する

年

１.３０ ％

返済方法 据置期間 利　 率 担　 保 連帯保証人 信用保 証 料 保 証 料 補 填
申込受付場所

融　 　 　 　 資　 　 　 　 条　 　 　 　 件

０ .８５ ％
（ 経営者保証免除対応を適用する

場合は、１ .０５ % ）

３ に該当する方
責任共有対象外の場合

0.５０ % ～ 2.２０ %
（ 経営者保証免除対応を適用する

場合は、0.７０ % ～ 2.４０ % ）

責任共有対象の場合
0.４５ % ～ 1.９０ %

（ 経営者保証免除対応を適用する
場合は、0.６５ % ～ 2.１０ % ）

０ .８５ ％
（ 経営者保証免除対応を適用する

場合は、１ .０５ % ）

３ に該当する方
責任共有対象外の場合

0.５０ % ～ 2.２０ %
（ 経営者保証免除対応を適用する

場合は、0.７０ % ～ 2.４０ % ）

責任共有対象の場合
0.４５ % ～1.９０ %

（ 経営者保証免除対応を適用する
場合は、0.６５ % ～ 2.１０ % ）

０ .９０ ％
（ 中小企業信用保険法第２ 条  　 　
  第５ 項第１ 号～第４ 号及び第６ 号）

０ .６８ ％
（ 中小企業信用保険法第２ 条  　 　

  第５ 項第５ 号、第７ 号及び第８ 号）

０ .８０ ％

０ .６５ ％
　   

（ 中小企業信用保険法第３ 条に
   定める普通保険又は中小企業
   信用保険法第３ 条の２ に定める
   無担保保険の保険関係であって
   災害関係特例）

（ 中小企業信用保険法第３ 条の３
   に定める特別小口保険の保険
   関係であって災害関係特例）　 　

０ .９０ ％
（ 中小企業信用保険法第２ 条  　 　
  第５ 項第１ 号～第４ 号及び第６ 号）

０ .６８ ％
（ 中小企業信用保険法第２ 条  　 　

  第５ 項第５ 号、第７ 号及び第８ 号）

０ .８０ ％

０ .６５ ％
　   

（ 中小企業信用保険法第３ 条に
   定める普通保険又は中小企業
   信用保険法第３ 条の２ に定める
   無担保保険の保険関係であって
   災害関係特例）

（ 中小企業信用保険法第３ 条の３
   に定める特別小口保険の保険
   関係であって災害関係特例）　 　



－７ －

●別表　 各資金の信用保証料率と 保証料補填率

・ 保証協会は、 一般社団法人Ｃ Ｒ Ｄ 協会が運営・ 管理するＣ Ｒ Ｄ （ 中小企業信用リ スク 情報データ ベース） に基づいて算出さ れた信用リ スク に

　 関するスコ アによ り 、 中小企業者等を９ 段階に区分する。

・ 信用保証料について、 保証協会の規定に基づき 、 融資額に対し て上記の年率をも っ て計算する。

・ 財務諸表がないと き は、 区分５ の信用保証料率と する 。

・ 責任共有保証料率が適用さ れる保証について、 会計参与を設置し ている旨の登記を 行っ た事項を 示す書類の提出を受けた場合は、 信用保証料

　 率を0.１ ％割引する。

・ 担保を供する場合は、 信用保証料率を0.１ ％割引する。 ただし 、  ②、 ③、 ④、 ⑤、 ⑥、 ⑦、 ⑧の場合は割引を行わない。

信 

用 

保 

証 

料 

率 

（
年
）

中 小 企 業 振 興 資 金

短　  期　  資　  金

ぎ ふし ア シ ス ト 短 期 資 金
ぎ ふ し 事 業 承 継 資 金
　 ＜経  営  承  継  枠＞
　 ＜特  定  経  営  承  継  枠＞
　 ＜経  営  承  継  準  備  枠＞

ぎふし 事業承継特別資金
（ 専門家確認なし ）

ぎふし 事業承継特別資金
（ 専門家確認あり ）

ぎ ふ し 事 業 承 継 資 金
　 ＜特 定 経 営 承 継 準 備 枠＞

信 用 保 証 料 率

保 証 料 補 填 率

利用者負担保証料率

信 用 保 証 料 率

保 証 料 補 填 率

利用者負担保証料率

信 用 保 証 料 率

保 証 料 補 填 率

利用者負担保証料率

信 用 保 証 料 率

保 証 料 補 填 率

利用者負担保証料率

信 用 保 証 料 率

保 証 料 補 填 率

利用者負担保証料率

信 用 保 証 料 率

保 証 料 補 填 率

利用者負担保証料率

信 用 保 証 料 率

保 証 料 補 填 率

利用者負担保証料率

信 用 保 証 料 率

保 証 料 補 填 率

利用者負担保証料率

信 用 保 証 料 率

保 証 料 補 填 率

利用者負担保証料率

信 用 保 証 料 率

保 証 料 補 填 率

利用者負担保証料率

信 用 保 証 料 率

保 証 料 補 填 率

利用者負担保証料率

信 用 保 証 料 率

保 証 料 補 填 率

利用者負担保証料率

信 用 保 証 料 率

保 証 料 補 填 率

利用者負担保証料率

小 口 零 細 企 業 資 金

み ら い 戦 略 資 金
　 ＜新 分 野 進 出 支 援 枠＞
　 ＜省 エ ネ ・  エ コ  促 進 枠＞

雇 用 促 進 資 金
事 業 所 建 設 等 促 進 資 金

創 業 者 支 援 資 金
　 ＜一　  　  　 般　  　  　 枠＞

　 ＜女 性 ・  若 者 応 援 枠＞

み ら い 戦 略 資 金
　 ＜重 　 点 　 施 　 策 　 枠＞

創 業 者 支 援 資 金
　 ＜ス タ ー ト ア ッ プ 支 援 枠 ＞

ぎ ふ し Ｄ Ｘ 促 進 資 金
経営環境変動対策資金
　 ＜ 経 営 支 援 枠 ＞

　 ＜原油・ 原材料高騰等対策枠＞

経 営 環 境 変 動

対 策 資 金
　 ＜セーフ ティ ネッ ト 支援枠＞

ぎ ふ し 返 済

お ま と め 資 金

ぎ ふ し 伴 走 支 援 型
特 別 資 金

＜責任共有制度対象外＞

ぎ ふ し 伴 走 支 援 型

特 別 資 金

＜責任共有制度対象＞

①Ｃ Ｒ Ｄ 値によ る 区分 1 2 3 4 5 6 7 ８ ９

1.90％

0.50％

1.40％

1.90％

0.50％

1.40％

1.15％

0.50％

0.65％

1.15％

0.45％

0.70％

2.20％

1.70％

0.50％

1.90％

1.20％

0.70％

1.90％

1.90％

0.00％

2.10％

1.90％

0.20％

1.90％

1.90％

0.00％

1.90％

0.50％

1.40％

2.20％

2.20％

0.00％

1.90％

1.90％

0.00％

1.75％

0.50％

1.25％

1.75％

0.50％

1.25％

1.00％

0.50％

0.50％

1.15％

0.45％

0.70％

2.00％

1.60％

0.40％

1.75％

1.10％

0.65％

1.75％

1.75％

0.00％

1.95％

1.75％

0.20％

1.75％

1.75％

0.00％

1.75％

0.50％

1.25％

2.00％

2.00％

0.00％

1.75％

1.75％

0.00％

1.55％

0.45％

1.10％

1.55％

0.45％

1.10％

0.85％

0.45％

0.40％

1.15％

0.45％

0.70％

1.80％

1.50％

0.30％

1.55％

1.00％

0.55％

1.55％

1.55％

0.00％

1.75％

1.55％

0.20％

1.55％

1.55％

0.00％

1.55％

0.45％

1.10％

1.80％

1.80％

0.00％

1.55％

1.55％

0.00％

1.35％

0.35％

1.00％

1.35％

0.45％

0.90％

0.70％

0.45％

0.25％

1.15％

0.45％

0.70％

1.60％

1.40％

0.20％

1.35％

0.90％

0.45％

1.35％

1.35％

0.00％

1.55％

1.35％

0.20％

1.35％

1.35％

0.00％

1.35％

0.35％

1.00％

1.60％

1.60％

0.00％

1.35％

1.35％

0.00％

1.15％

0.20％

0.95％

1.15％

0.45％

0.70％

0.60％

0.45％

0.15％

1.15％

0.45％

0.70％

1.35％

1.25％

0.10％

1.15％

0.80％

0.35％

1.15％

1.15％

0.00％

1.35％

1.15％

0.20％

1.15％

1.15％

0.00％

1.15％

0.20％

0.95％

1.35％

1.35％

0.00％

1.15％

1.15％

0.00％

1.00％

0.10％

0.90％

1.00％

0.45％

0.55％

0.50％

0.45％

0.05％

1.15％

0.45％

0.70％

1.10％

1.10％

0.00％

1.00％

0.70％

0.30％

1.00％

1.00％

0.00％

1.20％

1.00％

0.20％

1.00％

1.00％

0.00％

1.00％

0.10％

0.90％

1.10％

1.10％

0.00％

1.00％

1.00％

0.00％

0.80％

0.00％

0.80％

0.80％

0.45％

0.35％

0.40％

0.40％

0.00％

1.15％

0.45％

0.70％

0.90％

0.90％

0.00％

0.80％

0.60％

0.20％

0.80％

0.80％

0.00％

1.00％

0.80％

0.20％

0.80％

0.80％

0.00％

0.80％

0.00％

0.80％

0.90％

0.90％

0.00％

0.80％

0.80％

0.00％

0.60％

0.00％

0.60％

0.60％

0.45％

0.15％

0.30％

0.30％

0.00％

1.15％

0.45％

0.70％

0.70％

0.70％

0.00％

0.60％

0.45％

0.15％

0.60％

0.60％

0.00％

0.80％

0.60％

0.20％

0.60％

0.60％

0.00％

0.60％

0.00％

0.60％

0.70％

0.70％

0.00％

0.60％

0.60％

0.00％

0.45％

0.00％

0.45％

0.45％

0.45％

0.00％

0.20％

0.20％

0.00％

1.15％

0.45％

0.70％

0.50％

0.50％

0.00％

0.45％

0.35％

0.10％

0.45％

0.45％

0.00％

0.65％

0.45％

0.20％

0.45％

0.45％

0.00％

0.45％

0.00％

0.45％

0.50％

0.50％

0.00％

0.45％

0.45％

0.00％

－８ －

・ 保証料の補填の額は、 保証協会に支払う べき保証料の額を上限と する 。

・ 信用保証料の上乗せにより 経営者保証を 提供し ないこ と を選択する場合、 上乗せする信用保証料率は以下のと おり

（ 創業者支援資金など、 一部の資金を除く ）

【（ １ ） 、（ ２ ） のいずれにも 該当する場合 ⇒ 0.２５ ％】

【（ １ ） 、（ ２ ） のいずれかに該当する場合又は法人の設立後２ 事業年度の決算がない場合 ⇒ 0.４５ ％ 】

  （ １ ） 直近の決算において、 債務超過でないこ と

  （ ２ ） 直近２ 期の決算において、 減価償却前経常利益が連続し て赤字でないこ と

0.90％

0.90％

0.00％

0.85％

0.85％

0.00％

0.68％

0.68％

0.00％

0.80％

0.80％

0.00％

0.65％

0.65％

0.00％

0.85％

0.85％

0.00％

0.85％

0.85％

0.00％

0.65％

0.65％

0.00％

0.80％

0.80％

0.00％

1.00％

0.80％

0.20％

②中小企業信用保

険法第２ 条第５ 項

第１ 号～第４ 号及

び第6号に定める

認定を 受けている

方

④中小企業信用保

険法第２ 条第６ 項

に定める認定を受

けている方

⑤中小企業信用保

険法第３ 条の３ に

定める特別小口保

険 の 保 険 関 係 が

成立する方

⑥中小企業信用保

険法第３ 条の２ に

定める無担保保険

の保険関係であっ

て創業関連特例が

成立する方

⑦中小企業信用保

険法第３ 条に定め

る普通保険、第３ 条

の２ に 定める 無担

保保険の保険関係

で あっ て災害関係

特例が成立する方

⑧中小企業信用保

険法第３ 条の３ に

定める特別小口保

険の保険関係であ

って災害関係特例

が成立する方

③中小企業信用保

険法第２ 条第５ 項

第５ 号、 第７ 号及

び第８ 号に定める

認定を 受けている

方


